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　令和●●年●●月●●日開催の総会において、農業協同組合法第十一条の五十第一項の規定により、当組合が農業の経営及びこれに附帯する事業を行うことを決議しましたので公告します。
　令和二十八年●●月●●日（※①）
　　●●県●●市●●●町●丁目●番●号
　　　　　　　　　　●●●●●農業協同組合
　　　　　　　　　　　代表理事　甲野　太郎

※赤文字は任意記載事項です。

（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
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